
国民健康保険税のお知らせ

　6月中旬ごろ、国民健康保険に加入している世帯の世帯主のかたに、国民健康保険税納
税通知書を送ります。なお平成26年度は税率の改正は行っていません。
　国民健康保険税の計算方法は次の通りです。

【例】 夫（43歳）の平成25年中の総収入が310万円、妻（38歳）の総収入が120万円、子（12歳）の3人世帯の場合
夫の収入は事業収入で3,100,000円（必要経費を除いた事業所得は1,990,000円）、妻の収入は給与収入で1,200,000円（必要
経費を除いた給与所得は550,000円）として計算しています。

医
療
分

所得割 125,960円

66,300円
22,100円

45,120円

22,500円
7,500円

28,220円
9,200円

夫（所得額1,990,000円－基礎控除額330,000円）×税率6.7％＝111,220円
妻（所得額 550,000円－基礎控除額330,000円）×税率6.7％＝ 14,740円

夫（所得額1,990,000円－基礎控除額330,000円）×税率2.4％ ＝ 39,840円
妻（所得額 550,000円－基礎控除額330,000円）×税率2.4％ ＝ 5,280円

夫（所得額1,990,000円－基礎控除額330,000円）×税率1.7％ ＝ 28,220円

１人当たり　22,100円×３人＝66,300円

１人当たり　7,500円×３人 ＝ 22,500円

１人当たり　9,200円×1人 ＝ 9,200円

1世帯当たり　22,100円

1世帯当たり　7,500円
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４月から翌 年３月まで の
国民健康保険税（年税額）は  （ 214,300円　＋　75,100円　＋　37,400円　） 326,800円

支援金分 医療分 介護分

※100円未満は切り捨て

●計算方法の説明
所得割 ： 国民健康保険加入者全員の前年（平成25年1月～12月）の所得が対象です。給与、公的年金、譲渡所得
 などすべての所得が対象となり、基礎控除額33万円を差し引いた金額に税率を掛けて計算します。
均等割 ： 世帯の国民健康保険加入者数に応じて計算します。
平等割 ： 1世帯当たりで計算します。
介護分 ： 40歳以上65歳未満の人が対象です。年度途中に40歳になる人は、誕生月（1日生まれの人はその前月）
 から、65歳になる人は誕生月の前月（１日生まれの人はその前々月）までで計算します。

平成26年度国民健康保険税の変更点
国民健康保険税の制度改正があり、以下の内容が変更になりました。

・後期高齢者支援金分の課税限度額が14万円から16万円になります。
・介護保険分の課税限度額が12万円から14万円になります。

①国民健康保険税（医療分+支援金分+介護分）の課税限度額の引き上げ

・５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に世帯主を含めます。
・２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗じる金額が35万円から
 45万円になります。

②国民健康保険税の軽減措置の変更

【問い合わせ】　市市民課保険年金係（福間庁舎）　☎0940・４３・８１２７

公的年金を受給している 65歳の人へお知らせ

65歳になると、住民税の公的年金からの引き落とし（年金特別徴収）が始まります

これは納税方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。

（※1）普通徴収：納付書や口座振替による納付　（※2）特別徴収：年金から天引き

《例》平成26年度の年税額が60,000円の場合

《例》平成27年度の年税額が90,000円の場合

※年金支給額の変更や税申告により、年度の途中で所得あるいは控除の変更があった場合、年金からの特別徴収が一旦停止されることがあります。
　その場合、次の年度は年金の特別徴収の開始年度と同じ徴収方法になります。

※介護保険料が年金から引き落としされていない人や公的年金の額が年額18万円未満の人、引き落とされる保険料や税の合計額が
　年金額を超える人などは対象外です

【問い合わせ】　市税務課市民税係（福間庁舎）　☎0940・４３・８１１７

　この制度は、年金を支給する年金保険者が、納税義務者（年金受給者）の年金にかかる住民
税を公的年金から天引きし、市町村へ直接納めるものです。

平成26年4月1日で65歳以上の老齢基礎年金などの受給者

● 特別徴収を開始する年度
　・上半期（年度前半）は、6月・8月に、年税額の4分の1ずつを普通徴収（※1）します。
　・下半期（年度後半）は、10月・12月・2月の公的年金の支払いごとに、年税額から上半期に普通徴収した額を
　差し引いた残りの額を、特別徴収（※2）します。

● 2年目以降　　　　
　・上半期の年金支給月（4月・6月・8月）ごとに、前年度の２月と同額（※3）を仮徴収します。
　・下半期の年金支給月（10月・12月・2月）ごとに、年税額から上半期の徴収額を差し引いた残りの額の3分の1
　ずつを本徴収します。

期　別 年金支給月
平成26年6月 年税額（60,000円）の４分の１ 15,000 円
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平成26年度の2月の額
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年税額（90,000円）から上半期の額（30,000円）を
差し引いた残りの額（60,000円）の３分の１
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